
平成 26 年５月 日 

 

 

「観音寺新市民会館管理運営計画（案）」についての 

パブリック・コメント手続実施結果 

 

 

 平成 26 年４月１日から平成 26 年４月 30 日までの 30 日間「観音寺新市民会館管理運営計

画（案）」について実施したパブリック・コメント手続では、１人から 22 件の意見をいただ

きました。ご意見をいただきありがとうございました。 

 これらの意見について、内容を要約して整理し、それらに対する市の考え方とあわせて以

下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「観音寺新市民会館管理運営計画（案）」 

○提出意見  <意見の提出者数> １名  <意見の数> 22 件 

<意見の提出方法> 意見書による意見の提出 １件 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

１ 全般 全文を通じ「新市民会館」と「市

民会館」の表記が混在しています。

明らかに「市民会館（一般名詞）」

と思われる部分もあるが、両者が

混同されているので整理をしてほ

しい。 

 

表記が混在していると認め

られる部分は統一します。 

２ 

 

全般 内容は「管理運営方針」の段階で

す。具体的数値（概数）がなけれ

ば、「管理運営方針」の域を出てい

ません。「管理運営計画」の（案）

であるならば具体的数値（概数）

の提示を要望します。 

 

今後、具体的な数値（概数）

を確定させていきます。 

３ 全般 「管理運営実施計画」を策定する

のなら、再度のパブリックコメン

トの実施を要望します。 

 

「管理運営実施計画」の策

定は計画していません。 

４ 第１章 

管理運営計画策定

の目的 

（１頁） 

なお、この管理運営計画は、市内

の文化、芸術又は市民会館整備に

関して高い識見を持っている人な

ど 11 名で組織する「観音寺市民会

当該文言は必要と考えてい

ます。 



館管理運営検討委員会」で出され

た意見を踏まえながら策定してい

ます。 

上記の文言は、「管理運営計画策定

の目的」に関して、無関係なので

削除することを要望します。 

 

５ 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

観音寺新市民会館建設基本構想 

４ 市民が集い元気いっぱいの 

「文化交流の場」 

「文化交流」は一般的に「異なる

文化との交流」を意味しています。

上記の内容は「文化交流の場」よ

り「市民交流の場」を意味してお

り「文化交流の場」から「市民交

流の場」への表記の変更を要望し

ます。 

 

観音寺新市民会館建設基本

構想は平成 24 年３月に策

定済みであり、表記の変更

はできません。 

なお、「文化交流の場」とは、

異なる文化の交流の場とす

るとともに、その文化の交

流が様々な人を集め、さら

なる交流へと発展させてい

く場ということです。 

６ 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

観音寺新市民会館建設基本構想 

５ 癒しと環境の「憩いの場」 

現観音寺市立観音寺南小学校の緑

地等を利活用した整備を行い、（後

略） 

平成 26 年４月以降に有効となる

計画なら「現観音寺南小学校」は

存在しません。「旧観音寺南小学

校」に表記を変更することを求め

ます。 

 

観音寺新市民会館建設基本

構想は平成 24 年３月に策

定済みであり、表記の変更

はできません。 

 

７ 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

観音寺新市民会館建設基本構想 

４ 市民が集い元気いっぱいの 

「文化交流の場」 

５ 癒しと環境の「憩いの場」 

「市民交流の場」・「憩いの場」・コ

ンベンションホールとして不可欠

な、飲食可能な設備として旧市民

会館開館当時にあった喫茶店やレ

ストラン等と同様な近隣商業施設

の一部としても有用な、喫茶・食

堂類の設置・充実を要望します。 

喫茶・食堂類については、

観音寺新市民会館内ではな

く周辺の商店街等に設置し

ていただくことにより、来

館者の広範囲な流れを生み

出すことをめざしており、

それらを中心市街地の活性

化につなげていきたいと考

えています。 

なお、観音寺新市民会館の

ロビー等に、来館者や市民

の皆さまが憩えるスペース



を設置する計画です。 

 

８ 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

観音寺新市民会館建設基本構想 

５ 癒しと環境の「憩いの場」 

緑に配慮し、また、誰もが利用し

やすいユニバーサルデザインに配

慮した施設をめざします。 

「緑に配慮し」と言う抽象表現で

はなく、外構緑化、屋上緑化、壁

面緑化等の具体的表現を要望しま

す。 

また「住宅用太陽光発電システム

補助金」により市民に「太陽光発

電」と奨励している現状を踏まえ

ると、市の公共施設に率先して「太

陽光発電」を設置すべきであり、

設置することを要望します。 

さらに、環境に配慮し、省エネ効

果のある、「地熱発電」「風力発電」

「雨水の緑化、トイレ洗浄水への

利用」等の設置を要望します。 

 

観音寺新市民会館建設基本

構想は平成 24 年３月に策

定済みであり、表記の変更

はできません。 

なお、「太陽光発電システ

ム」等については、一部を

導入する計画です。 

 

９ 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

「憩いの場」として、特に、児童・

生徒への健康環境としての「敷地

内完全禁煙」を要望します。 

また、火災予防、物品損傷防止、

空調設備メンテナンス費、清掃費

等の削減面からも「敷地内完全禁

煙」の徹底を要望いたします。 

 

施設内は完全禁煙とする計

画です。 

敷地内の完全禁煙について

は、今後検討していきます。 

10 第２章 

基本方針 

１ 活動方針 

（３頁） 

観音寺新市民会館建設基本計画 

３ 地域活動グループが文化芸術

創造者として支援できる施設 

「地域活動グループ」は主語では

なく、目的語でなければ、この文

章は意味をなさないので、「が」を

「を」への修正を要望します。 

次に「地域活動グループ」に限定

ではなく「個人」も含む「個人及

び地域活動グループ」への変更を

観音寺新市民会館建設基本

計画は平成 25 年２月に策

定済みであり、表記の変更

はできません。 

なお、個人で活動している

人を除外するものではあり

ません。 



要望いたします。 

若しくは「個人及び地域活動グル

ープが文化芸術創造者として活動

できる施設」への変更を要望しま

す。 

 

11 第２章 

基本方針 

２ 事業方針 

（４頁） 

新市民会館では次の５つの事業を

行っていきます。 

(1)育成普及事業 

(2)活動支援事業 

(3)鑑賞事業 

(4)交流事業 

(5)情報発信事業 

(1)～(5)は主催（自主）事業で、

当然必要な事業です。 

しかし、「新市民会館」の運営計画

において主催（自主）事業以外で

ある、「施設提供事業（貸館事業）

（仮称）」が含まれていません。 

施設を貸出しする貸館事業は、一

般的に開館日数に占める日数が自

主事業よりも多く、市民の文化交

流活動に結びつく事業となること

から、事業の運営上、大きな柱と

なるものです。 

そのため市民の文化交流活動を進

めるための重要な事業として捉

え、自主事業と同じく積極的に推

進することを要望します。 

特に文化芸術団体への貸出しをは

じめとした、発表の場の提供、日

常的な活動支援の場の提供といっ

た役割が大きいので、事業方針の

１項目として、「施設提供事業（貸

館事業）（仮称）」を明記すること

を要望します。 

 

施設提供事業（貸館事業）

は自主事業（(1)～(5)）と

同等の重要な事業であると

位置づけしています。 

そのため、単独の事業では

なく、自主事業（(1)～(5)）

と連携させながら、事業を

進めていきます。 

12 第３章 

事業計画 

１ 事業概要 

（５頁） 

(2)活動支援事業 

（前略）発表で利用する際の技術

的な指導・助言などを行うほか、

（後略） 

「発表」に限定したもので

はなく、一例として記載し

ています。 



「発表」に限定するのではない「発

表等」へ変更を要望します。 

 

13 第３章 

事業計画 

１ 事業概要 

（６頁） 

(5)情報発信事業 

観音寺市の「ホームページ」「ＭＢ

Ｃ三豊ケーブル放送でのデータ放

送」これらの現状から言うと、情

報発信機能の管理・運営が良好に

実施できるか、非常に疑問が残り

ます。「情報発信事業」のための専

属スタッフの確保・充実を要望い

たします。 

 

指定管理者とともに、必要

な人材の確保に努めていき

ます。 

14 新市民会館事業 

想定 

（７頁） 

施設提供事業（貸館事業） 

ホール・諸室の貸出しを行う。 

「事業内容」が「ホール・諸室の

貸出しを行う。」では、子供の作文

レベルです。「事業内容」として「コ

ンベンションホールとしての事業

（行事）企画・運営」等の内容を、

追加することを要望します。 

また、これらの事業内容を推進で

きる人材・スタッフの確保・充実

を要望します。 

施設提供事業（貸館事業）

は自主事業（(1)～(5)）と

同等の重要な事業であると

位置づけしています。 

そのため、単独の事業では

なく、自主事業（(1)～(5)）

と連携させながら、事業を

進めていきます。 

指定管理者とともに、必要

な人材の確保に努めていき

ます。 

 

15 第３章 

事業計画 

２ 中長期計画 

（８頁） 

新市民会館の基本理念を実現して

いくため、継続的に事業を行って

いくことが必要であり、そのため

の事業評価を行う「評価委員会（仮

称）」等の組織の設置を要望しま

す。 

 

観音寺新市民会館が実施し

た事業に関する評価を行う

組織を設置する計画です。 

16 第４章 

管理運営 

１ 管理運営の考

え方 

（14 頁） 

「運営委員会（仮称）」等の組織の

設置を要望します。 

市民協働の面から、観音寺

新市民会館の管理運営に関

与できる機会を設けていき

ます。 

 

17 第４章 

管理運営 

２ 管理運営（施設

提供）のシステム 

(カ)優先利用 

市民や市民で構成する団体、興業

事業者、実演団体、国、県、観音

寺市、地方自治体及び、共催・協

利用希望日が重なった場合

は、当事者間の話し合い又

は抽選により決定する計画

です。 



（17頁） 賛・後援等、各種利用者の優先順

序を判断する必要が生じるはずで

す。これらを滞りなく、公平に判

断しうる「選定委員会（仮称）」等

の組織の設置を要望します。 

 

 

18 第５章 

運営組織 

４ 新市民会館に

おける運営組織 

（22 頁） 

運営組織として、管理・運営・事

業を切り分けて指定管理者を募集

する方法を提案します。 

例えば事業を直営または財団等に

非公募選定ないし委託を行い、運

営管理で指定管理者を公募する方

法等があります。 

また、ＰＦＩ事業者を指定管理者

として起用し、民間の資金、経営

能力、技術的能力を活用する方法

を選択肢の一つとして追加するこ

とを要望します。 

「直営及び指定管理者制度の導入

についての整理」に、効率的かつ

効果的に公共サービスを提供する

ことが出来る、ＰＦＩ法による民

間の資金、経営能力、技術的能力

の活用を追加することを要望しま

す。 

 

指定管理者制度を導入し、

管理・運営・事業を一体と

した指定管理者の募集を計

画しており、分離する考え

はありません。 

ＰＦＩ法による民間の活用

は、実績面や収益性等から

活用する考えはありませ

ん。 

19 第５章 

運営組織 

４ 新市民会館に

おける運営組織 

（22 頁） 

指定管理者の選定について、以下

の事項を要望いたします。 

「指定管理者選定会議」の会議自

体が非公開であり、かつ、選定委

員が委員長の副市長以下市職員の

みで実施されているのは、香川県

及び県下８市で、観音寺市ぐらい

です。「指定管理者選定会議」につ

いて、「会議の公開」を要望します。

選定委員に、「外部学識経験者等を

加えること」を要望します。 

 

指定管理者の選定について

は、観音寺新市民会館の設

置目的の達成を第一とした

審査基準を設定し、選定す

る計画です。 

20 第６章 

収支計画 

２ 支出想定 

ア 他の公立文化施設の状況 

平成 12 年度に財団法人地域創造

が行った「公共ホールの計画づく

公的機関が実施した、公立

文化施設の支出に関する調

査データとしては、今回の



（23 頁） りに関する調査研究」 

15年以上前のデータであり、現在

としては、あまりにも古すぎ信頼

性に乏しいデータです。せめて、

「平成 20 年度に有限会社空間創

造研究所が行った調査」と見合う

データでないと、データ間の整合

性・相関性が評価できません。 

これでは、正確な「支出想定」は

不可能です。 

最新のデータにて、再検討を行う

ことを要望します。 

 

調査が最新であります。 

ただし、ご指摘のように 15

年以上前のデータであり、

今後、最新のデータの収集

に努めていきます。 

21 第６章 

収支計画 

３ 収入想定 

（25頁） 

(2)使用料収入 

ア 他の公立文化施設の状況 

社団法人全国公立文化施設協会が

実施した、「公立文化施設現況調査

－施設管理運営状況－」（発行：平

成 12 年７月）によると、平成 10

年度におけるホールなどの維持管

理費における使用料収入の割合

（使用料収入率）は、次のとおり

です。 

「支出想定」のデータと同様に 15

年以上前のデータです。 

どちらも 15 年前のデータである

ことでは整合性・相関性はあるか

もしれませんが、余りにも古すぎ

る将来の収入想定としては、信頼

性の薄いデータです。 

最新のデータにて、再検討を行う

ことを要望します。 

 

公的機関が実施した、公立

文化施設の使用料収入に関

する調査データとしては、

今回の調査が最新でありま

す。 

ただし、ご指摘のように 15

年以上前のデータであり、

今後、最新のデータの収集

に努めていきます。 

22 第６章 

収支計画 

４ 収支想定 

（25頁） 

これは「管理運営計画」作製用資

料または、テキストの説明図レベ

ルであり、「管理運営方針」の概要

説明図としては有効ですが、「管理

計画（案）」の「収支想定」の説明

図としては、全く不適切であり、

想定金額（概数）が示されていな

ければ、全くの無意味です。 

今後、具体的な数値（概数）

を確定させていきます。 



想定ではなく、「収支の概念」を説

明した「収支概念説明図」です。 

特に、一番重要な、「観音寺市の負

担＝観音寺市民の負担」の想定金

額（概数）を示していない、数値

管理の無い「管理運営計画（案）」

では意味がなく、無駄です。 

次段階として「管理運営実施計画」

に進むにも、「指定管理者」の選定

を行うにしても、目標数値の設定

が明確でなければ、信頼に足る「管

理運営実施計画」・「指定管理者」

の選定も実施できるはずがありま

せん。 

事業費・人件費・維持管理費・事

業収入・観音寺市の負担・使用料

収入について、各々の最新データ

に基づいた想定金額を提示するこ

とを要望します。 

 

 

 

【連絡先】 

政策部庁舎等整備課施設整備係 

電 話：0875-23-3951 

F A X ：0875-23-3920 

E-mai ：chousyaseibi@city.kanonji.lg.jp 


